
決   定   書 

 

 

        申 立 人  Ａ 

              外個人申立人１，３９３名（別紙個人申立人一覧表記載） 

 

               

        被 申 立 人       岩手県医療局 

                     代表者 医療局長 Ｂ 

 

 

 上記当事者間の岩労委昭和４８年（不）第４号岩手県医療局事件（昭和４８年１０月９

日申立て）について、当委員会は、平成１９年２月２３日第６２７回公益委員会議におい

て、会長公益委員石川哲、公益委員三田地宣子、同小野寺正孝、同菅野八重子、同岡田寛

史が出席し、合議の上、次のとおり決定する。 

 

 

主   文 

 本件申立てを却下する。 

 

 

理   由 

１ 申立ての概要 

  本件は、岩手県医療局労働組合(以下「組合」という。)が、昭和４８年４月２７日に

実施を予定した各県立病院及び医療局本庁等における始業時刻から２時間の一斉ストラ

イキ（以下「４・２７統一行動」という。）に先立ち、被申立人が、①同年４月２５日

以降、医療局の各施設において「職員各位へ」と題する書面を掲示又は回覧したこと、

②同年４月２６日付けで「４・２７統一行動に対する警告について」と題した書面を組

合に送付したこと、③同年６月８日の団体交渉において、４・２７統一行動参加を理由

とした勤勉手当支給率を減じる適用をしないようにとの組合要求を拒否したこと、④４

・２７統一行動の参加者に対し、１時間ないし２時間の欠勤又は遅刻を理由として同年

６月１５日支給の勤勉手当を期間率１００分の９０に減じて支給したことが、労働組合

法第７条第１号、第２号及び第３号に該当する不当労働行為であるとして、組合及び申

立人らが、勤勉手当減額措置の取消し及び減給分の支給並びに謝罪文の掲示等を求めて、

昭和４８年１０月９日に救済申立てがあった事案である。 

 

２ 審査の経過 

本件は、昭和５４年１１月９日、当委員会において併合審査の決定を行い（昭和５０

年（不）第１号事件及び昭和５１年（不）第３号事件）、調査４回を経て、昭和５７年



３月１５日及び同月１６日に当委員会会長が両当事者に対し和解を勧告した。 

爾来３０回に及ぶ事情聴取を双方当事者に対して行ってきたところであるが、組合は、

平成１９年２月７日付けで本件申立てを取り下げた。 

  また、同日、当委員会は、組合を通じて個人申立人が本件について申立てを維持する

意思がない事実を確認した。 

 

３ 判断及び法律上の根拠 

  上記２の経過に照らせば、申立人らは本件申立てを維持する意思を放棄したものと認

められる。 

    よって、当委員会は、労働委員会規則第３３条第１項第７号を適用して、主文のとお

り決定する。 

 

 

 平成１９年２月２３日 

 

 

岩手県労働委員会 

                  会 長  石 川   哲 



決   定   書 

 

               

        申 立 人  Ａ 

              外個人申立人１３名（別紙個人申立人一覧表記載） 

 

               

        被 申 立 人       岩手県医療局 

代表者 医療局長 Ｂ 

 

 

 上記当事者間の岩労委昭和５０年（不）第１号岩手県医療局事件（昭和５０年１月１４

日申立て）について、当委員会は、平成１９年２月２３日第６２７回公益委員会議におい

て、会長公益委員石川哲、公益委員三田地宣子、同小野寺正孝、同菅野八重子、同岡田寛

史が出席し、合議の上、次のとおり決定する。 

 

 

主   文 

 本件申立てを却下する。 

 

 

理   由 

１ 申立ての概要 

  本件は、岩手県医療局労働組合(以下「組合」という。)が、昭和４８年４月２７日に

実施した各県立病院及び医療局本庁等における始業時刻から２時間の一斉ストライキ

（以下「４・２７統一行動」という。）に対し、被申立人が、昭和４９年１月１６日付

けで、組合の中央執行委員長であったＡ外１３名に対して、４・２７統一行動の実施を

共謀し、かつ、これを指導したことを理由として、懲戒として戒告処分に付したこと、

及び４・２７統一行動参加者に文書による訓告を行ったことが、労働組合法第７条第１

号及び第３号に該当する不当労働行為であるとして、組合及び申立人らが処分の取消し

及び謝罪文の掲示等を求めて、昭和５０年１月１４日に救済申立てがあった事案である。 

 

２ 審査の経過 

本件は、昭和５４年１１月９日、当委員会において併合審査の決定を行い（昭和４８

年（不）第４号事件及び昭和５１年（不）第３号事件）、調査４回を経て、昭和５７年

３月１５日及び同月１６日に当委員会会長が両当事者に対し和解を勧告した。 

爾来３０回に及ぶ事情聴取を双方当事者に対して行ってきたところであるが、組合は、

平成１９年２月７日付けで本件申立てを取り下げた。 

また、同日、当委員会は、組合を通じて個人申立人が本件について申立てを維持する



意思がない事実を確認した。 

 

３ 判断及び法律上の根拠 

  上記２の経過に照らせば、申立人らは本件申立てを維持する意思を放棄したものと認

められる。 

    よって、当委員会は、労働委員会規則第３３条第１項第７号を適用して、主文のとお

り決定する。 

 

 

 平成１９年２月２３日 

 

 

岩手県労働委員会 

                  会 長  石 川   哲 



決   定   書 

 

 

               

        申 立 人  Ｃ 

              外個人申立人１８名（別紙個人申立人一覧表記載） 

 

               

        被 申 立 人       岩手県医療局 

代表者  医 療 局 長  Ｂ 

 

 

 上記当事者間の岩労委昭和５１年（不）第３号岩手県医療局事件（昭和５１年６月２日

申立て）について、当委員会は、平成１９年２月２３日第６２７回公益委員会議において、

会長公益委員石川哲、公益委員三田地宣子、同小野寺正孝、同菅野八重子、同岡田寛史が

出席し、合議の上、次のとおり決定する。 

 

 

主   文 

 本件申立てを却下する。 

 

 

理   由 

１ 申立ての概要 

  本件は、岩手県医療局労働組合(以下「組合」という。)が、昭和４９年４月１１日、

同月１３日、同年１０月３０日及び同年１１月１９日に実施を予定した各県立病院等に

おける勤務時間内のストライキに先立ち、被申立人が、①昭和４９年４月９日以降、医

療局の各施設において、「職員各位へ」と題する書面を掲示又は回覧したこと、②昭和

４９年４月９日付けで「４・１１、１３統一行動に対する警告について」、同年１０月

２８日付けで「１０・３０統一行動に対する警告について」、同年１１月１８日付けで

「１１・１９統一行動に対する警告について」と題する書面を組合に送付したこと、③

昭和５０年６月１４日付けでＣ外１８名に対し、懲戒として戒告処分に付したこと、④

上記各統一行動の参加者に対し文書による訓告を行ったことが、労働組合法第７条第１

号及び第３号に該当する不当労働行為であるとして、組合及び申立人らが処分の取消し

及び謝罪文の掲示等を求めて、昭和５１年６月２日に救済申立てがあった事案である。 

 

２ 審査の経過 

本件は、昭和５４年１１月９日、当委員会において併合審査の決定を行い（昭和４８

年（不）第４号事件及び昭和５０年（不）第１号事件）、調査４回を経て、昭和５７年



３月１５日及び同月１６日に当委員会会長が両当事者に対し和解を勧告した。 

爾来３０回に及ぶ事情聴取を双方当事者に対して行ってきたところであるが、組合は、

平成１９年２月７日付けで本件申立てを取り下げた。 

また、同日、当委員会は、組合を通じて個人申立人が本件について申立てを維持する

意思がない事実を確認した。 

 

３ 判断及び法律上の根拠 

  上記２の経過に照らせば、申立人らは本件申立てを維持する意思を放棄したものと認

められる。 

    よって、当委員会は、労働委員会規則第３３条第１項第７号を適用して、主文のとお

り決定する。 

 

 

 平成１９年２月２３日 

 

 

岩手県労働委員会 

                  会 長  石 川   哲 

  

 


